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27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

持込電気器具等電気
料金（500ｗ以上、1kwh
まで）

― １回 50 変更 変更 変更 持込電気器具使用料
市民センター条例施行規則
花泉農村集落多目的共同利用施
設条例施行規則

27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

持込電気器具等電気
料金（500ｗ超）

―
コンセント
１箇所/1時
間

未設定 50 変更 変更 持込電気器具使用料
市民センター条例施行規則
花泉農村集落多目的共同利用施
設条例施行規則

27
花泉農村集落多目的共同利用施設
（日形市民センター）

調理実習ガス料金 ― １時間 100 100 0 据置 設備利用(その他）
市民センター条例施行規則
花泉農村集落多目的共同利用施
設条例施行規則
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